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【概要】

• 知的財産権に関する基礎知識：NEDO報告に必要な項目を厳選。

• 発明から出願、公開、登録に至るまでの流れ等、知的財産権のライフイベントに沿っ
てNEDOへの報告、申請などを図表を用いてわかりやすく工夫。

【詳細】

• P14：知的財産権に関する報告の提出タイミングを図表化し新規追加。

• P20、21：出願国例からEPOを除いて簡素化し、基礎出願日、国際出願日等
具体的な日付の例示を追記。

• P38：移転等の手続きの流れをフロー図で図解し、わかりやすく手順を整理。

• P57：放棄届出書、持分放棄届出書の対象と提出期限を新規追加。

• P63,64：PMSの具体的な操作手引き、委託契約終了後のPMS利用申請の参照
リンクを新規に追加。

前回説明会（2024年11月開催）からの主な変更点
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I. 知的財産権管理の基礎知識
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権利の種類 保護対象 実体審査 権利期間 根拠法

特許権 発明 あり 出願の日から最長20年
(最長25年まで延長の場合あり)

特許法

実用新案権 物品の構造・形状の考案 なし 出願の日から最長10年 実用新案法

意匠権 物品のデザイン あり 出願の日から最長25年 意匠法

回路配置利用権 半導体集積回路配置
(回路素子及び導線の配置）

なし 登録後10年 半導体集積回路の回
路配置に関する法律

育成者権 育成された品種（植物体そのもの） あり 登録後最長25年（樹木は30年） 種苗法

著作権 創作的な表現 なし 著作者の死後70年
（法人は公表後70年）

著作権法

ノウハウ 技術上、営業上の情報である「営業
秘密」の一種

なし 制限なし 不正競争防止法

◆ NEDO知的財産権（業務委託契約標準契約書の業務委託約款（以下、「約款」）第23条）

NEDOにおける定義であり、知的財産基本法の定義（第2条第2項）と異なり、商標権が含まれて
いない点に注意。

NEDO委託業務における知的財産権

・特許権
・実用新案権
・意匠権
・回路配置利用権
・育成者権

・著作権
・産業財産権を受ける権利

・ノウハウ

産業財産権等産業財産権 知的財産権
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委託事業 補助・助成事業

事業の主体 NEDO 事業者

事業の実施者 受託者 事業者

事業成果（知的財産権）の帰属 (本来は)NEDO
ただし、バイ・ドール条項を遵
守する場合は制限付きで受
託者

事業者

◆ NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項

NEDOでは、委託先における研究開発のインセンティブや成果意欲を高め、開発成果を効果
的に社会還元するとの狙いから、「日本版バイ・ドール条項（産業技術力強化法第17
条）」を適用し定めた条件（“NEDO委託事業におけるバイ・ドール条項”。次ページ参照）
を約定することにより、委託研究に係る知的財産権（除く、成果報告書、その他これに類す
るものの著作権）は、委託元であるNEDOに譲り渡すことなく、委託先に帰属する。

※ 実証事業及び調査事業の委託では、約款上、バイ・ドール条項に関する規定はない。
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NEDOにおける事業種別と知的財産権の帰属

※受託者が外国法人の場合は、原則NEDOとの共有とし、NEDO＋外国法人の持分の50％以上を
NEDOが保有する特例あり(約款第44条)。



委託業務に係る知的財産権に関しての出願、申請等の手続を行った場合（著作権については著作物

が得られた場合）は、遅滞なくNEDOに報告すること。

日本国政府の要請に応じて、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める

場合は、NEDOに当該知的財産権を利用する権利を無償で許諾すること。

当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、そのことについて正当な理由が認められ

ない場合において、日本国政府の要請に応じて、NEDOが当該知的財産権の活用を促進するために

特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合は、当該知的財産権を利用する権利を第三

者に許諾すること。

当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定若しくは移転の承諾をしようとする場合は、NEDO

の事前承認を受けること。 【平成21(2009)年度の新規契約から適用】

NEDOが実施する知的財産権の利用状況調査（バイ・ドール調査）に対して回答すること。 【平成23 

(2011)年度の新規契約から適用】

①

②

③

④

⑤

◆ NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項（約款第31条）

➢ ただし、受託者が①～⑤のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと
NEDOが認める場合には、当該知的財産権をNEDOに無償譲渡しなければならない。（約款第31条第4項）

6

NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項



NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項 - NEDOへの報告者 -
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委託事業の基本的な実施体制 報告者

受託者が単独で業務を実施する場合 受託者

複数の受託者が業務を実施する場合 全員若しくは代表者１者

受託者が第三者に業務の一部を再委託した場合 受託者（再委託先ではない）

• 約款第32条第1項（一部加工）【出願通知書】

乙（受託者）は、委託業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、･･･甲（NEDO）が別
に定める産業財産権出願通知書１通を･･･甲（NEDO）に提出するものとする。 

乙（再委託先）は、委託業務に係る産業財産権の出願又は申請を行ったときは、･･･NEDOが定める
産業財産権出願通知書１通を･･･甲（受託者）を通じてNEDOに提出するものとする。 

• 約款（再委託版）第31条第1項（一部加工） 【出願通知書】

NEDO
受託者

（委託先）

再委託先

報告

再委託

報告

委託

報告



◼ 契約、勤務規則等において、あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めた場合
→ 「原始使用者等帰属」 【特許法第35条第3項】【約款第28条】

会社の従業者
（発明者）

職務発明

相当の利益の支払い
【特許法第35条第4項】

会社
⇒出願人になれる

特許を受ける権利は発明が生まれたときから会社に帰属

会社の従業者
（発明者）

相当の利益の支払い

会社
⇒出願人になれる

特許を受ける権利の承継

職務発明

特許を受ける権利は会社の従業者に帰属

・参考：職務発明制度の概要 https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf

・ 職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った
行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明。 【特許法第35条第1項】

・ 職務発明制度とは、権利や報酬の取扱い等を定める制度。

◼ 契約、勤務規則等において、あらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めていない場合
→ 「原始従業者等帰属」 【特許法第35条第2項】
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NEDO委託事業においては「原始使用者等帰属」を約定。出願前移転がない限り、出願人は法人。

特許を受ける権利の帰属
～職務発明～

https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/shokumuhatsumeiseido.pdf


特許出願の非公開制度（2024年5月1日開始）
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➢ NEDOの対応方針

委託事業における特許出願について、本制度に係る出願の状況を把握するため、当該制度の各段階
におけるNEDOへの報告を受託者に義務化する。

NEDOが発明共有事業者（発明に関する情報を共有する事業者）としての適正管理措置を最小
限に留めるため、特許出願に関する詳細な技術情報をNEDO内に保有しないこととする。

①

②

➢ 特許出願の非公開制度

※ 経済安保推進法第75条は、発明共有事業者が特許出願の非公開対象となった発明を適正かつ厳格に管理することを規定。

• 経済安保推進法に基づく制度。特許出願の明細書等に、公にすることにより外部から行われる行為に
よって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明が記載されていた場合には、「保
全指定」という手続により、出願公開、特許査定及び拒絶査定といった特許手続を留保する。

・参考：特許庁「特許出願非公開制度について」 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html

➢ 非公開制度のプロセス概要

• 全特許出願について、技術分野に基づき保全指定の対象か否かを判断（第一次審査：特許庁）
• 第一次審査後の出願について保全審査（第二次審査：内閣府）
• 保全指定された場合、指定が解除されるまで、発明の開示禁止・実施制限・適正管理措置・外国出

願（含む、PCT国際出願）禁止、取下げ禁止という制限が課される。

https://www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/hikokai/index.html
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受託者は、経済安保推進法に規定する以下の通知を受け、又は書類を提出したときは、その後遅滞なく、
出願後状況通知書によりNEDOに報告する。 【 NEDOの対応方針① 】

① 出願人からの保全審査に付することを求める旨の
申出

⑤ 出願を維持する場合の経済安保推進法第67条第9
項に規定する書類

⑥ 保全審査の打切りに弁明した場合の弁明書面
⑩ 保全対象発明の実施許可の申請書
⑬ ⑫に関して弁明した場合の弁明書面
⑮ ⑭に関して弁明した場合の弁明書面
⑯ 新たな事業者による保全対象発明に係る情報の取
扱いを認める場合の事前承認に係る書類

⑰ 発明共有事業者の変更の届出
⑳ ⑲に関して弁明した場合の弁明書面
㉑ 外国出願が禁止されているかどうかの確認の求め
に係る申出書

② 出願書類を内閣総理大臣へ送付した旨の通知
③ 出願人から申出があったときの内閣総理大臣へ送
付しないと判断した旨の通知

④ 保全対象発明となり得る発明の内容の通知
⑥ 保全審査を打ち切る理由の通知
⑦ 保全指定した旨の通知
⑧ 保全指定の期間延長の通知
⑨ 保全指定を必要としない旨の通知
⑪ 保全対象発明の実施許可の通知
⑫ 保全対象発明の実施許可の条件に違反して実施し
たことによる出願却下の通知

⑬ ⑫の出願却下の理由の通知
⑭ 保全対象発明の開示禁止の違反による出願却下の
通知

⑮ ⑭の出願却下の理由の通知
⑱ 保全指定解除又は満了の通知
⑲ 外国出願の禁止に違反して外国出願したことによ
る出願却下の通知

⑳ ⑲の出願却下の理由の通知
㉒ 当該発明が外国出願の禁止に該当しない旨の通知
㉓ 当該発明が外国出願の禁止に該当する旨及びそれ
に関する内閣総理大臣からの回答

上記通知又は書類の中に保全対象発明となり
得る発明又は保全対象発明の内容が記載され
ている場合、NEDOへ書類として提出/受領不可。
受託者は報告の方法（現場での提示/閲覧、紙
での提示/閲覧→NEDOから返却など）について
事前にNEDOに確認すること。

※

➢ 内閣府・特許庁から出願人への通知 ➢ 出願人から内閣府・特許庁への書類の提出

特許出願の非公開制度への対応①
～内閣府・特許庁との交信～
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2024年4月30日以前
（経済安保推進法施行前）

2024年5月1日以降
（経済安保推進法施行後）

特許出願の証憑（書誌
的事項を確認できる書
類）の提出方法

添付する通知書 出願通知書 出願後状況通知書

提出時期 出願日から60日以内
（外国の場合は90日以内）

出願公開後（出願公開制度が
ない外国の場合は出願後1年6
か月後）又は国際公開後遅滞
なく

PCT国際出願における
国内移行の証憑（書誌
的事項を確認できる書
類）の提出方法

添付する通知書 出願通知書 出願後状況通知書

提出時期 国内書面の提出日から60日
以内（外国の場合は90日以
内）

出願通知書の提出後、国内書
面の提出日から60日以内（外
国の場合は90日以内）
ただし、国内移行を行った時点に
おいて国際公開がされていない
場合は、国際公開後遅滞なく

特許権以外の産業財産
権の証憑（書誌的事項
を確認できる書類）の提
出方法

添付する通知書 出願通知書 出願後状況通知書

提出時期 出願日から60日以内
（外国の場合は90日以内）

当該出願通知書の提出後遅滞
なく

NEDOが発明共有事業者（発明に関する情報を共有する事業者）としての適正管理措置を最小限に留めるため、
特許出願に関する詳細な技術情報をNEDO内に保有しないこととする。【 NEDOの対応方針② 】
特許出願の非公開制度に関係するか否かに関わらずNEDO委託事業の全ての特許出願について一律に変更。

特許出願の非公開制度への対応②
～NEDOへの報告における変更点～



II. NEDOへの報告について
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約款条文 約款上の名称 説明資料での名称

第32条 第1項 産業財産権出願通知書 出願通知書

第33条 第1項・第2項 産業財産権等出願後状況通知書 出願後状況通知書

第31条の3 第1項 知的財産権移転承認申請書 移転承認申請書

第31条の3 第2項 専用実施権等設定承認申請書 設定承認申請書

第31条の4 第1項 知的財産権移転等届出書 移転等届出書

第31条の5 知的財産権放棄届出書 放棄届出書

第31条の6 第１項 知的財産権持分放棄届出書 持分放棄届出書

第33条 第3項・第4項 知的財産権移転通知書 移転通知書

第34条 第1項・第2項 知的財産権利用届出書 利用届出書

第35条 知的財産権帰属届出書 帰属届出書
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知的財産権に関する報告 - 提出書類一覧 -

約款の知的財産権に関する報告に関する条項は、委託期間が終了しても、対象の知的財産権が

消滅するまで有効（約款第52条）



知的財産権に関する報告

 - 発明等～登録の流れと、提出のタイミング・提出書類との関係 -
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提出書類 発明等 出願 出願公開 登録

１. 出願に
関する報告

出願通知書

出願後状況通知書
＋出願の証憑

２. 登録に
関する報告

出願後状況通知書
＋登録の証憑

３. 移転に
関する報告

移転承認申請書 又は

移転等届出書

移転通知書
＋移転の証憑

４. 実施に
関する報告

設定承認申請書 又は

移転等届出書

利用届出書

５. 放棄に
関する報告

持分放棄届出書

放棄届出書

約款上の
地位の読替
え

帰属届出書

適用

適用

適用

適用

適用

提出期限：出願日から60日以内（外国は90日以内）

提出期限：公開後速やかに（公開制度のない外国は
出願日から1年6月後）

提出期限：登録公報発行日又は登録の
公示日から60日以内（外国は90日以内）

提出期限：発明～知的財産権の消滅までの間における、移転の前   ※出願前に「移転等届出書」を提出する場合、
出願通知書の仮提出が必要。

提出期限：知的財産権の移転の後速やかに

提出期限：専用実施権の設定又は移転の承諾の前  ※出願前に「移転等届出書」を提出する場合、
 出願通知書の仮提出が必要。

提出期限：権利の放棄の前

提出期限：自己実施/実施許諾/専用実施権の設定又は移転の承諾の後 ※出願前に「利用届出書」を提出する場合、
 出願通知書の仮提出が必要。

提出期限：委託期間内 ※例外的に解散前まで

適用

適用(出願前は自己実施の場合のみ)

適用

適用

適用

※出願前に「移転承認申請書」を提出後、「移転通知書」
を提出するには出願通知書の仮提出が必要。



１ 出願に関する報告

15



提出書類の対象と提出期限

対象 【特許権】
・日本出願（含む、分割出願・国内優先権主張出願）、外国への直接出願（含む、

米国仮出願）、欧州出願、欧州特許が有効化される国での出願
・PCT国際出願、PCT国内移行出願（日本又は外国の指定国に移行した出願）

期限 【特許権】
出願日又は国内移行がなされた日から60日以内（外国の場合は90日以内）

対象 【特許権】
米国仮出願を対象外とする以外は「出願通知書」と同一＋欧州単一効特許出願

期限 【特許権】
出願公開後速やかに（公開制度のない外国は出願日から1年6月後）

◆ 「出願通知書」：出願の報告（申請/国内移行）

◆ 「出願後状況通知書①」：出願の証憑を提出（申請/出願公開/国際公開/国内移行）

※ 2024.4.30以前に「出願通知書」＋出願の証憑を提出済の案件は、出願公開の報告および出願の証憑の再提出不要

※ 現在添付ファイルの添付機能は削除
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◆ 「出願後状況通知書②」：登録の報告、登録の証憑を提出→P.30, 31へ

出願番号、出願国が
異なれば出願通知書
は別々に提出する。



・日本出願 ①願書＋明細書（発明の名称が確認できる頁のみ）②公開特許公報 のいずれか一つ

・PCT国際出願 ①願書＋受領書（国際出願番号が確認できるもの）②国際公開公報 のいずれか一つ

・PCT国内移行（日本） ・国内移行書面＋出願番号通知＋国際公開公報
※ 国際公開公報に代えて、国際出願の願書（優先権主張、発明の名称が確認できるも
の）でもよい。

・PCT国内移行（外国） ・外国出願番号、国際出願番号、国際出願日、国内移行日、出願人名（全員）、発明
の名称が確認できる書類
＜原文が英語以外の外国語の場合＞ 原文の該当箇所の英or和訳文

＜優先権主張がある場合＞
・優先権主張の基礎となる出願の出願番号、出願日等のある通知書

・外国各国への直接出願
・欧州出願
・欧州出願の登録後に指定
各国で有効化される出願
・欧州単一効特許出願

・出願番号、出願日、出願人名（全員）、発明の名称が確認できる書類（公開特許公
報等）
＜原文が英語以外の外国語の場合＞ 原文の該当箇所の英or和訳文

＜優先権主張がある場合＞
・優先権主張の基礎となる出願の出願番号、出願日等が確認できる書類

◆ 出願に関する書誌的事項 【 「NEDOプロジェクトにおける知財マネジメント基本方針」別紙(2) 】
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出願番号又は申請番号、出願日又は申請日、優先権主張番号、優先権主張日、優先権主張国、 出願人名又は
申請人名、発明の名称等の書誌的事項を確認できる書類 ※書誌的事項が記載されているページのみ

出願の証憑 - 出願に関する書誌的事項を確認できる書類 - 



整理番号○○  特願2020-111111 (Proof) 提出日令和2年5月5日

【書類名】 特許願
【整理番号】 ○○
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 Ｈ０１Ｌ ○○/○○
【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－４－３
【氏名】 発明 太郎

【特許出願人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関３－４－３
【氏名又は名称】 特許株式会社

【代理人】
【識別番号】 ○○○○○○○○○
【弁理士】
【氏名又は名称】 代理 次郎

【先の出願に基づく優先権主張】
【出願番号】 特願２０１９－１２３４５６
【出願日】    令和１年5月5日

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】 ２０１８年度国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構○○／
△△委託研究、産業技術力強化法第１７条の適用を受ける特許出願
【手数料の表示】

【予納台帳番号】 ○○○○○○
（以下略）

出願番号、出願日

・NEDO委託事業では、原則、登録研究員（登録研究員以外の
者が発明の創作に関与していた場合はその者も発明者となる）。
・発明者全員の記載が必要。

NEDO委託事業では、出願前移転がない限り、
原則、PJメンバー（法人）

国内優先権の主張

・願書に、国等の委託に係る研究の成果に係る出願である旨の
記載が必要【特許法施行規則第23条第6項及び約款第32条第2項】。
・日本出願の願書、PCT国内移行（日本）の書面にのみ記載。
・記載漏れがあっても設定登録前であれば補正可能。
早期審査を請求する場合は、設定登録までの期間が短い（公
開前の登録もあり）。補正可能期間を徒過しないために、願書
での記載漏れ確認が重要。

契約初年度、PJ契約件名の大項目・中項目を記載
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日本特許出願
～願書のチェックポイント～



産業財産権出願通知書

出願前に、「特許を受ける権利」を受託
者が移転した場合は、「出願前の移転」
に「有」を選択し必要事項を入力

提出者の制限なし（担当者でも可）

願書に記載された、番号（特願で始まる番号）と提出日
※「出願番号」に“特願”を入力しないこと

分割出願の場合は、原出願の番号と出願日を記載。複数
回分割出願をしている場合は、最先の原出願の番号と出願

日を入力（権利期間の起算日把握のため）。備考欄に、
最先の原出願からの出願経緯を記載。

デフォルトの設定は「日本」。外国の場合は、 「外国」(⇒更に
出願国名を検索し入力（「EP（欧州特許庁)」を含む））

【国内優先権出願】 この種別を選択。「先の出願」の日本出
願の番号と出願を入力。
【外国出願】 「パリ条約等に基づく優先権主張」を選択。基
礎出願の国名、出願番号、出願日を入力。
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【PMS】 出願通知書（日本出願、外国直接出願）の入力例



出願番号が新たに付与されるごとに
出願通知書の提出が必要

日本に2024年1月1日出願
【基礎出願日（優先日）】＝ 2024年1月1日

USの【出願日】＝2024年12月31日
≠【基礎出願日】＝【優先日】=2024年 1月1日

基礎出願 JP

基礎出願日から12月以内に優先権主張
できる。

外国出願 US

基礎出願と異なる国への出願のため、
「パリ条約等の優先権主張」
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出願通知書

出願後状況通知書
  ＋出願の証憑

出願通知書

出願後状況通知書
＋出願の証憑

出願の流れと提出書類①
  - 日本出願→外国直接出願（パリ条約に基づく優先権主張あり）-

USに2024年12月31日出願
【基礎出願日（優先日）】＝ 2024年1月1日

※出願の証憑は書誌的事項が記
載されているページのみが基本



日本に2024年1月1日出願
【基礎出願日（優先日）】=2024年1月1日

出願番号が新たに付与されるごとに
出願通知書の提出が必要

優先日から30月以内に指定国に国内移行

基礎出願日から12月以内
にパリ条約に基づく優先権を
主張してPCT国際出願

・PCT国際出願で指定国からJPを除外した場合のみ提出。
・JPを除外しない全指定の場合は、国内移行後に基礎
出願はみなし取下げされるため提出不要。
※22ページ参照
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国内移行 US

出願通知書③B

出願後状況通知書
＋出願の証憑

PCT国際出願

出願通知書②

出願後状況通知書
＋出願の証憑

基礎出願 JP

出願通知書①

出願後状況通知書
＋出願の証憑

USに2026年4月1日国内移行
USへの【国内移行日】＝
2026年4月1日
≠ US【出願日】
＝【国際出願日】＝2024年
12月31日

国内移行 JP

出願通知書③A

出願後状況通知書
＋出願の証憑

日本に2026年3月1日に国内移行
JPへの【国内移行日】＝ 2026年3月1日
≠ JP【出願日】＝【国際出願日】＝2024年
12月31日

※指定国にJPがなければ日本国内移行は
行われない。

出願の流れと提出書類②
  - 日本出願→PCT国際出願（パリ条約に基づく優先権主張あり）-

PCTに2024年12月31日出願
【基礎出願日（優先日）】= 2024年1月1日
【国際出願日】＝ 2024年12月31日
指定国＝JPあり、なし



①

②

③

④

⑤
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①国際出願日 国内移行日ではない
②出願人 出願前移転がない限り、原則PJメンバー（法人）
③発明者 原則登録研究員（登録研究員以外の者が発明の創作に関
与していた場合はその者も発明者となる） 。発明者全員の記載が必要

④（国内移行する）国の指定 特定の国を除外しない場合は、「全
指定」となる。また、日本を除外せずに日本出願を基礎として日本
に移行した場合、基礎出願は国内優先権制度により「みなし取下
げ」となる。
⑤優先権主張
・日本出願を基礎として日本に国内移行→国内優先権主張
・日本出願を基礎として外国に国内移行→パリ条約に基づく優先権
主張

PCT国際出願
～願書のチェックポイント～



整理番号：JP14072000 PCT/JP2014/072100(Proof) 提出日:○年
○月○日

【書類名】 国内書面
【整理番号】 JP14072000
【提出日】 平成27年○月○日
【あて先】 特許庁長官
【出願の表示】

【国際出願番号】 PCT/JP2014/072100
【出願の区分】 特許

【発明者】
【住所又は居所】 川崎市幸区大宮町1310番地 ○○株式会社内
【氏名】 ○○ ○○

【特許出願人】
【識別番号】 ０００１２３４５６
【氏名又は名称】 ○○○株式会社

【代理人】
【識別番号】 ○○○○○
【弁理士】
【氏名又は名称】 便利 太郎

【国等の委託研究の成果に係る記載事項】 ２０１２年度、国立研究開発法
人新エネルギー・産業技術総合開発機構「○○／△△の委託研究、
産業技術力強化法第17条の適用を受ける特許出願
【手数料の表示】

【予納台帳番号】 ○○○○○
【納付金額】 14000

【提出物件の目録】
【包括委任状番号】 ○○○○○

・日本に移行する国内書面を提出する際は、記載必要
・PCT国際出願の願書には国等の委託研究の成果に係る記
載項目はないので、記載不要

整理番号:発送番号：OOOOO    発送日 ○年○月○日

出願番号通知

○年○月○日
特許庁長官

出願人         ０００１２３４５６
                              ○○○株式会社

国内書面差出日 平成27年○月○日

あなたの国際出願に基づく出願の日本国内出願番号は記載の
通りです。

国際出願番号 出願番号
PCT/JP2014/072100           特願2014-54OOOO

PCT国際出願の出願日は、指定各国に移行しても変
わらない。出願日はあくまで国際出願日。国内移行日
ではない。
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PCT国際出願
～国内移行書面（日本）のチェックポイント～



産業財産権出願通知書
代表者等、提出者の制限なし
（担当者でも可）

【PCT国際出願の場合】
「PCT(全指定)」or「その他」（JPのみ除外の場合等)
【国内移行の場合】
指定国「日本」or「外国」(⇒さらに出願国名を検索し
て入力（「EP（欧州特許庁)」を含む））

【PCT国際出願の場合】国際出願番号
【国内移行の場合】国内出願番号
【EPC出願の場合】EP出願番号

【PCT国際出願から国内移行した場合】
PCT出願の国際出願日と同日
国内移行した日（国内書面差出日）ではない

PCT国際出願から国内移行した場合に記載。優先
権の基礎出願ではない。

PCT国際出願から国内移行した場合に記載。PCT国
際出願した日
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【PMS】 出願通知書
～PCT国際出願と国内移行の入力例～



産業財産権等出願後状況通知書

出願公開

2023.12.1

出願公開日/国際公開日/国内移行日
を入力

願書＋明細書（発明の名称が確認でき
る頁のみ）、公開特許公報、国内移行
書面＋国際公開公報等をアップロード

出願後の状況、処分の内容はこの項目を
選択し、処分の内容として「出願公開/国
際公開/国内移行」を入力
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【PMS】 出願後状況通知書
～出願又は国内移行に関する証憑を提出する場合の入力例～



【PMS】出願通知書/出願後状況通知書の提出時のチェックシート

確認事項 対応

提出を厳守しているか。 ・所定の提出期限を１か月以上遅延した場合は、備考欄に遅延理由と再発防止策を入
力。

出願国と出願番号に不整合はないか。
PCT出願の出願国は、「PCT(全指定)」or「その
他」（JPのみ除外の場合など)となっているか。

・代表的な出願番号の記載例と出願国との関係は以下のとおり。不整合やPCT国際出
願の出願国選択に誤りがある場合は出願国を修正。
【日本】特願2024-******* 【PCT】PCT/JP2024/******
【米国】1△/***,*** 【中国】西暦＋10123456.7

PCT国際出願が指定国に移行した出願の出願日
が国内移行日になっていないか。

・指定国に移行した出願の出願日には、国内移行日ではなく国際出願日を入力。

出願人が自然人（個人）でないか。 ・NEDO委託事業では、約款第28条で定めているように、原始使用者等帰属のため（9
ページ参照）、出願前移転がない限り、PJメンバー（法人）を入力。

優先権主張に漏れや誤りはないか。 ・基礎出願がある場合、基礎出願と本件出願の国が同一の場合は「先の出願に基づく優
先権主張」、異なる場合は「パリ条約等に基づく優先権主張」を選択。基礎出願の番号と
出願日も入力。
・PCT国際出願の国内移行出願において、基礎出願はPCT国際出願をする前に行った
出願（第一国出願）。PCT国際出願ではない。

バイ・ドール条項に基づく出願となっているか。 ・日本出願の願書、PCT国内移行書面（日本）に「国等の委託に係る研究の成果に係
る出願」である旨の記載がない場合、設定登録までに、手続補正書を提出して記載を追
記。

出願前に移転されていないか。 デフォルトでは、「無」が入力されている。出願前に「特許を受ける権利」が移転されている場
合は、「有」を選択し必要事項を入力。
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２ 登録に関する報告
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対象 【特許権】
・日本出願（含む、分割出願・国内優先権主張出願）
・外国への直接出願
・欧州出願、欧州出願が有効化された国での出願、欧州単一効特許出願
・PCT国内移行出願（日本又は外国の指定国に移行した出願）

【特許権以外の産業財産権】
出願又は申請

期限 【特許権】【特許権以外の産業財産権】
登録公報発行日/登録に関する公示日から60日以内（外国は90日以内）

設定登録後

著作物の創作/
登録後

欧州特許は
特許付与後＋
有効化完了後

対象 【著作物】

期限 創作後速やかに（外部機関に登録した場合は登録後速やかに）
※事前の出願通知書は不要

◆ 「出願後状況通知書」：設定登録の報告＋登録の証憑

◆ 「出願後状況通知書」：著作物の創作＋著作物の証憑
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提出書類の対象と提出期限



◆ 登録に関する書誌的事項を確認できる以下の事項を確認できる書類 ※書誌的事項が記載されているページのみ

・産業財産権：出願番号、登録番号、登録日、権利者名、発明等の名称（特許権）等 【約款第33条第1項】

・著作権：創作又は公表年月日、著作物の題号、著作者等 【約款第33条第2項】

◆ 上記以外は、以下の事項を確認できる書類
・回路配置利用権：申請者、設定登録番号、半導体集積回路の名称等
・育成者権：出願者及び育成者、出願品種の名称、農林水産植物の種類の学名等

・日本出願
・PCT国内移行（日本）

①特許公報1ページ目及び最終ページ ②特許証 ③特許原簿
④J-PlatPatの登録情報 のうちいずれか一つ

・外国各国への直接出願
・PCT国内移行（EPC加盟国を除く外国）

①特許証 ②登録通知 ③特許公報 のうちのいずれか一つ
＜原文が外国語で英語以外の場合＞ 原文の該当箇所の英/和訳文

・欧州出願
・PCT国内移行（EPC加盟国）
・欧州特許庁での登録後に指定国で有効化さ
れた出願
・欧州単一効特許出願

・欧州特許公報、有効化された国の特許公報、有効化された事実を報告
する特許事務所からの書面、欧州単一効特許出願が登録されたことを示
す欧州特許庁のデータ等
＜原文が英語以外の外国語の場合＞ 原文の該当箇所の英or和訳文

・著作権 ・概要ペーパー（受託者が作成したもの）
・＜外部機関へ登録した場合＞登録申請の書類
・＜プロクラムの場合＞上記以外のプログラム本体でも可。

・回路配置利用権 登録通知書

・育成者権 官報

29

登録の証憑 - 登録に関する書誌的事項を確認できる書類 - 



特許付与後3月以内
指定国A～Cへの翻訳文
提出等の手続（有効化）

特許付与後
1月以内

欧州単一効
特許の請求

基礎出願 JP

特許付与

30

出願後状況通知書
＋登録の証憑

外国出願 US

特許付与

外国出願 EPO

特許付与

指定国A

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

指定国C

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

指定国B

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

出願後状況通知書
＋登録の証憑

全批准国

出願後状況通知書
＋登録の証憑

指定各国への
直接出願と同
等のため、出願
通知書と出願
後状況通知書

を提出

EPOへの国内移行出願については、有
効化された各国出願について出願通知
書と出願後状況通知書（登録）の提
出が必要（欧州単一効特許は出願後
状況通知書のみ）

登録の流れと提出書類①
～日本出願→外国直接出願（パリ条約に基づく優先権主張あり）～

出願後状況通知書
＋登録の証憑



特許付与

基礎出願 JP

みなし取下げ

特許付与 特許付与

EPOへの国内移行出願については、有
効化された各国出願について出願通知
書と出願後状況通知書（登録）の提
出が必要（欧州単一効特許は出願後
状況通知書のみ）

・PCT国際出願で全指
定（指定国からJPを除
外せず）した場合のみ
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国内移行 JP 国内移行 US 国内移行 EPO

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願後状況通知書
＋登録の証憑

指定国A

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

指定国C

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

指定国B

出願後状況通知書
＋登録の証憑

出願通知書

出願後状況通知書
＋登録の証憑

全批准国

出願後状況通知書
＋登録の証憑

指定各国への
直接出願と同
等のため、出願
通知書と出願
後状況通知書

を提出

欧州単一効
特許の請求

特許付与後
1月以内特許付与後3月以内

指定国A～Cへの翻訳文
提出等の手続（有効化）

登録の流れと提出書類②
～日本出願→PCT国際出願（パリ条約に基づく優先権主張あり）～



最終ページ
書誌的事項の
続き

書誌的事項

書誌的事項が公報1ページ目上段に収まっていない
場合は、特許公報の最終ページも添付

32

日本特許公報のチェックポイント



権利者が複数存在する場合は、行を追
加して、すべての権利者を入力

「特許公報１頁目（＋最終頁）」「特
許証」の写し等

登録時の名称
※名称は審査中に変更される場合あり

欧州登録特許が指定国で有効化された
場合、いずれの国の出願についても、登
録日は、欧州特許公報の発行日

33

【PMS】 出願後状況通知書
～設定登録時の入力例～



３ 移転に関する報告

34



◆ 事前承認が不要な場合（2025年度約款第31条第３項第四号ただし書（⑤のみ同号本文括弧書き））

③‘

④‘

【専用実施権の設定又は移転の承諾】

受託者（株式会社）から受託者の子会社又は親会社への設定又は移転の承諾（子会社又は親会社

が日本国外に存する場合を除く）

受託者から「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に規定

する承認事業者（承認TLO）又は認定事業者（認定TLO）への設定又は移転の承諾

技術研究組合（受託者）から組合員への設定又は移転の承諾

②‘

受託者の合併又は分割による移転

受託者（株式会社）から受託者の子会社又は親会社への移転（除く、子会社又は親会社が日本国

外に存する場合）

受託者から「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に規定

する承認事業者（承認TLO）又は認定事業者（認定TLO）※への移転

技術研究組合（受託者）から組合員への移転

共有の知的財産権の持分放棄

①
②

④

③

【知的財産権の移転】

⑤

➢ 原則、知的財産権の移転又は専用実施権等の設定・移転の承諾にはNEDOの事前承認が必要
であるが、以下の場合は不要。（特別約款等による例外あり、最終的には個々の契約を確認）

35

※ 承認TLO、認定TLO：大学の研究者の研究成果を特許化し、それを企業へ技術移転する法人。
（参考）特許庁「承認・認定TLO（技術移転機関）一覧」 https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html

NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項 - 事前承認が不要な場合 -

https://www.jpo.go.jp/toppage/links/tlo.html
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※ ①～⑤、②’～④’については前ページを
参照

移転承認申請書

移転等届出書

移転通知書

放棄届出書

持分放棄届出書

①②③④⑤
②‘③’④‘

（②②‘は、子会社又は親会社が
日本国外に存する場合を含む）

事前承認が
不要な場合

①②③④⑤
②‘③’④‘

2009(H21)
4/1

2015(H27)
11/15

2020(R2)
4/1

2023(R5)
10/1

適用

適用

適用

適用

当該事業の
契約締結日

適用（ただし、2023/10/1より前に終了した事業は移転承認申請書を適用）

2015(H27)
4/1

③④⑤
③’④‘

①②③④⑤
②‘③’④‘

（②②‘は、子会社又は親会社が
日本国外に存する場合を含む）

NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項 - 移転等手続の変遷 -

この期間に契約が締結された委託事業においては、国内外を問わ

ず、子会社又は親会社への移転等であっても事前承認が必要。



➢ 知的財産権の移転等の承認基準

◆ 基本的な考え方

知的財産権の移転等の可否の判断に際しては、「産業技術力強化法」及び「科学技術・イノベーション創出の活性化

に関する法律」に基づく観点や、個々の委託事業の目的等の観点を考慮して、総合的に検討を行う。

◆ 考慮すべきポイントの例

具体的なポイント
・研究開発の成果が活用される場所は国内か国外か。
・移転等により国内企業等（大学、研究機関等も含む）が重要な成果に対しアクセスすることが困難となるおそ
れがないか。

① 当該移転等により、研究開発の成果が事業活動において効率的に活用されるか。（産業技術力強化法第17条）

具体的なポイント
・具体的な事業計画、事業体制等を有している者であるか。
・移転先が研究開発の成果を活用するに当たって移転元から技術協力を得られるか。

当該移転等が、我が国の国際競争力の維持に支障を及ぼすこととなる研究開発の成果の国外流出に該当しな

いか。（科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第41条）

②

（参考）経済産業省 委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン（平成27年５月（最終改訂令和５年11月）
https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/ipmanagementguideline_9.pdf

37

NEDO委託業務におけるバイ・ドール条項
～移転等の承認基準～

https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/ipmanagementguideline_9.pdf
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移転等の手続の全体的な流れ

➢ 知的財産権の移転等をする場合、受託者又はNEDOでの対応とその手順は以下のとおり。

：受託者

：NEDO

知的財産権の移転等の希望

該当あり

該当なし

移転等届出書の提出

移転承認申請書※

の提出

事前承認必要

2023/10/1
時点

持分放棄届出書

の提出

継続している事業

終了している
事業

知的財産権の

移転等の実施

移転通知書※

の提出

事前承認不要約款第31条第3項
第四号ただし書等

承認書の発行

※ 専用実施権等の設定/移転の承諾の場合には、
移転承認申請書は設定承認申請書
移転通知書は利用届出書

 と読み替える。

承認書の受領

持分放棄
該当あり

該当なし

35ページ参照



3-1 出願前

3-2 出願後～設定登録前

3-3 設定登録後

39

移転等の手続の詳細



書類 移転承認申請書

期限 移転前

書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

NEDO
※ 2023/9/30までに終了した事業で持分放棄による移転をする場合は、

「持分放棄届出書」ではなく、「移転承認申請書」を提出（38ページ参照）。

事前承認申請に紐づけた「（仮）出願通知書（「出願番号」欄に
「移転承認申請書」で入力した管理番号等を記入）」の提出

◆出願前に「移転通知書」を提出する場合は、PMS設計上、移転通知書の提出の前に、「(仮)出願通知書」を提出。

※「(仮)出願通知書」についてご不明の点等がある場
合は、chizaiken@nedo.go.jpまでご連絡ください。
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発明等

移転申請

移転通知

出願公開

設定登録

承認 移転

書類 移転通知書＋NEDO承認書

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願通知書（出願前移転であることを記載）

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

3-1 出願前
～事前承認が必要な場合～

出願



発明等

出願通知書（「出願番号」欄に管理番号等を記入）の提出

◆出願前における「移転等届出書」の提出については、PMS設計上、移転等届出書の提出の前に「(仮)出願通知書」を提出。

※「(仮)出願通知書」についてご不明の点等がある場合
は、chizaiken@nedo.go.jpまでご連絡ください。
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書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

出願公開

設定登録

書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願通知書（出願前移転であることを記載）

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

書類 移転等届出書

期限 移転前

書類 移転通知書＋移転の証憑（根拠となる契約書、規程等）

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転届出

移転

移転通知

3-1 出願前
～事前承認が不要な場合～

出願



出願人名
義変更届

特許庁

NEDO
承認書

NEDO

※ 2023/9/30までに終了した事業に
おいて、持分放棄による移転をする場
合は事前承認が必要。移転承認申請
書を提出（38ページ参照）。
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出願

出願公開 書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願通知書

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転申請

移転通知

設定登録 書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

書類 移転通知書＋NEDO承認書＋移転の証憑（46ページ参照）

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

承認 名義変更
特許庁への
変更届出

書類 移転承認申請書

期限 移転前

3-2 出願後～設定登録前
～事前承認が必要な場合～



特許庁

出願人名義変更届
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出願

出願公開 書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願通知書

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

設定登録 書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転届出

特許庁への
変更届出

移転通知 書類 移転通知書＋移転の証憑（46ページ参照）

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

名義変更

書類 移転等届出書

期限 移転前

3-2 出願後～設定登録前
～事前承認が不要な場合～
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出願

出願公開

書類 出願通知書

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転登録
申請書

特許庁

NEDO
承認書

NEDO

※ 2023/9/30までに終了した事業に
おいて、持分放棄による移転をする場
合は事前承認が必要。移転承認申請
書を提出（38ページ参照）。

移転申請

移転通知 書類 移転通知書＋NEDO承認書＋移転の証憑（46ページ参照）

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

承認
移転
登録

特許庁への
移転申請

書類 移転承認申請書

期限 移転前

移転登録
済通知書

設定登録

①

②

⑤

③

④

3-3 設定登録後
～事前承認が必要な場合～
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出願

出願公開

書類 出願通知書

期限 出願日から60日以内（外国の場合は90日以内）

書類 出願後状況通知書＋出願の証憑

期限 【特許権の場合】出願公開後（出願公開制度がない外国の場合は出願日から1年6月後）
【特許権以外の産業財産権の場合】出願通知書の提出後速やかに

書類 出願後状況通知書＋登録の証憑

期限 登録公報発行日又は登録に関する公示日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転登録
申請書

特許庁

移転届出

移転通知 書類 移転通知書＋移転の証憑（46ページ参照）

期限 移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

移転
登録

特許庁への
移転申請

書類 移転等届出書

期限 移転前

移転登録
済通知書

設定登録

④

②

③

①

3-3 設定登録後
～事前承認が不要な場合～



➢ 設定登録前の移転（名義変更）

書類 ・出願人名義変更届（特許庁により受理されたもの）
<原文が英語以外の外国語の場合> 原文の該当箇所の英or和訳文

書類 ①移転登録申請書＋登録済通知書 ②特許原簿 ③J-PlatPatの登録情報
④外国知財庁の権利者情報/登録情報 のうちいずれか一つ
<原文が英語以外の外国語の場合> 原文の該当箇所の英or和訳文

➢ 設定登録後の移転
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移転の証憑
～移転の事実を確認できる書類～



特許出願非公開について、「移転先に約款第32条の2の規定の運用に
支障を与えないよう約定させた旨」を「承認を受ける理由」欄に入力

47

【PMS】 移転承認申請書の入力例



特許出願非公開について、「移転先に約款第32条の2の規定の運用に支障を
与えないよう約定させた旨」を「承認を受ける理由」欄に入力
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【PMS】 移転等届出書の入力例



移転の形式、移転元、移転先を入力

移転元・移転先が
複数存在する場合
は、追加ボタンを押
して行を追加

49

【PMS】 移転通知書の入力例①



移転の形式 移転元 移転先 結果（権利者）

全部移転
A→B

全部移転 A B B

一部移転
A→A、B

一部移転 A B A、B

持分譲渡
A、B→A、C

全部移転 A、B A、C A、C

➢ 移転の形式に応じた移転元、移転先の入力例

※ 全部移転、一部移転を選択できない場合は、移転先にすべての権利者を入力すること

50

【PMS】 移転通知書の入力例②



組合員A、Bから組合
員Cに一部権利移転

組合員Bが持分放棄
※ 2023/9/30までに終了した事業は移転承認申請書
の提出が必要（38ページ参照）

技術研究組合から
組合員に権利移転

51

提出書類 移転承認申請書 /
移転等届出書

提出元 組合員A or B

提出期限 移転前

提出書類 移転等届出書

提出元 技術研究組合

提出期限 移転前

提出書類 持分放棄届出書

提出元 組合員B

提出期限 放棄前

技術研究組合
（受託者）

組合員A

組合員B

組合員C

組合員A

組合員B

組合員A

知的財産権の取扱い
～受託者が技術研究組合の場合～

組合員Bの持分が組合員Aに譲渡される場合は、

（移転前）移転承認申請書or移転等届出書＋

（移転後）移転通知書

の提出が必要



４ 実施に関する報告
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➢ 専用実施権等の設定又は移転の承諾の手続は次ページ以降を参照

➢ 通常実施権を許諾した場合は、事前承認不要。
特許庁への設定登録も不要のため、「利用届出書」のみ提出。

◆ 「利用届出書」
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実施後
（出願中/
設定登録後）

対象 【知的財産権の実施（自己・第三者）】（専用実施権等の場合は設定先、移転先を
含む）
自己実施、第三者への通常実施権の許諾、専用実施権等の設定又は移転の承諾

期限 自己実施又は実施を許諾をした日（専用実施権等の場合は、設定又は移転の
日）から60日以内（外国の場合は90日以内）

提出書類の対象と提出期限
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書類 専用実施権等設定承認申請書

期限 設定又は移転前

承認申請

書類 利用届出書＋NEDO承認書＋設定登録の証憑（設定登録申請書＋登録
済通知書）

期限 設定日又は移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

設定
/ 移転の承諾

特許庁

NEDO承認書

NEDO

承認
設定
登録

特許庁への
移転申請

登録済通知書

①

③
④

専用実施権設
定登録申請書

②

専用実施権等の設定又は移転の承諾
～事前承認が必要な場合～
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書類 移転等届出書

期限 設定又は移転前

届出

書類 利用届出書＋設定登録の証憑（設定登録申請書＋登録済通知書）

期限 設定日又は移転日から60日以内（外国の場合は90日以内）

設定
/ 移転の承諾

特許庁

設定
登録

特許庁への
移転申請

登録済通知書②
③

専用実施権設
定登録申請書

①

専用実施権等の設定又は移転の承諾
～事前承認が不要な場合～



５ 放棄に関する報告
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◆ 「放棄届出書」

57

放棄前

対象 年金未納又は特許庁への権利抹消申請を決定した特許権
※ 2015（平成27）年11月15日以降の新規契約に適用。出願中の放棄（み
なし取下、取下・放棄の届出、拒絶への、拒絶審決等）は対象外。

期限 年金未納による権利消滅又は特許庁への「放棄による権利抹消登録申請書」の提
出の前

提出書類の対象と提出期限

◆ 「持分放棄届出書」

放棄前

対象 共同出願において自己の持分を放棄することを決定した発明・出願・特許権
※ 2009（平成21）年4月1日以降に締結し2023（令和５）年10月1日時
点で継続している事業

期限 持分放棄の前
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提出書類 放棄届出書

提出者 共有者A and/or B

提出期限 放棄前

提出書類 持分放棄届出書

提出者 共有者B

提出期限 放棄前

提出書類 移転承認申請書
 or 移転等届出書

提出者 共有者A or B

提出期限 譲渡前

共有者A

共有者B
nobody

共有者A、B共に
権利放棄

知的財産権の放棄

知的財産権の持分放棄

共有者A

共有者B
共有者A

共有者Bのみ
権利放棄

知的財産権の持分譲渡

※ 移転通知書の提出も必要

共有者A

共有者B

共有者A

共有者A、BからＣに
一部権利譲渡

共有者B

共有者Ｃ

共有者A、Bは委託先とする。
放棄/持分放棄は、設定登録前でも可能。

提出書類と提出期限



➢ 共有する知的財産権の持分放棄に係る下記手続は、2009（平成21）年4月1日以降に締結し
2023（令和５）年10月1日時点で継続している事業に適用される。

➢ 「持分の放棄」と「持分の譲渡」で、手続が異なることに注意。

59

特許権者Ａが持分を放棄する場合

特許権者
Ａ、Ｂ、Ｃ

特許庁
へ手続

特許権者
Ｂ、Ｃ

ただし、PMS上の特許権
者はＡ、Ｂ、Ｃのまま

NEDOに持分
放棄届出書を
事前に提出

特許権者Ａが持分を特許権者ＢとＣに譲渡する場合

NEDOに移転
承認申請書を
事前に提出

NEDO承認後、
特許庁へ手続

NEDOに
移転通知
書を提出

特許権者
Ａ、Ｂ、Ｃ

特許権者
Ｂ、Ｃ

PMS上の特許権者も
Ｂ、Ｃに変更

共有する知的財産権の持分の「放棄」と「譲渡」

注）移転承認申請書の移転元には現在のすべての
出願人、移転先には移転後のすべての出願人を
記載する。
例：A社の持分を共願者B社へ譲渡する場合や

持分放棄(2023.9.30までに終了した事業)
A,B,C→B,Cと記載する。



2009（平成21）年4月1日以降に締結し2023年９月30日までに終了した事業（プロジェク
ト）において、業務委託契約の共有の知的財産権については、一方の持分が他の共有者に移
転される場合、それが持分放棄であるか移転（譲渡）であるかにかかわらず移転承認申請を行
い、NEDOが承認することで、名義変更や移転登録申請を認めていた。

2023（令和5）年10月1日時点で継続している事業については、単なる持分放棄の場合、
NEDOに対して持分放棄届出書を提出し、場合によっては、NEDOとの再実施権付き実施許
諾契約を締結することで、移転することが可能となる（約款第31条の6）。ただし、持分放棄では
なく、譲渡契約を締結して他の共有者に権利を譲渡する場合は、移転承認申請を行うことが必
要（約款第31条の3第1項）。NEDOによる承認後に名義変更、移転登録申請を特許庁に対し
て行い、その後に、NEDOに対して移転通知書の提出を行う必要がある（約款第33条第4項）。

技術研究組合の組合員が持分を放棄する場合にも、持分放棄届出書の提出が必要。

PMS上の出願人や権利者の情報は、持分放棄届出書を提出しても変更されない。そのため、
当該案件（出願等）において持分放棄届出書の提出以降に報告書類（出願前であれば出
願通知、出願後であれば出願後状況通知等）を提出する場合には、最新の権利者名に修正
することが必要。

・

・

・
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・

共有する知的財産権の持分放棄について



III. ノウハウの指定と技術情報の封印
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・原則として、当該事業年度の終了日の翌日から起算して５年間（10年間も可能）

・必要に応じて、秘匿すべき期間を延長又は短縮することが可能

秘匿すべき期間

ノウハウについて記載した説明書をNEDOに提出

ノウハウの指定方法

受託者への通知
秘匿すべき期間を明示した上で、速やかに受託者に対し当該委託業務
に係るノウハウリストを添付して通知

産業財産権等以外で、秘匿可能かつ財産的価値のある技術情報がある
場合は、NEDO、受託者双方協議の上、NEDOがノウハウの指定を行う

ノウハウの指定 NEDO

ノウハウブック（ノウハウの内容の要約）とノウハウリスト（当該ノウハウの
名称その他主要事項に係るリスト）の作成

受託者

NEDO

NEDO

➢ ノウハウの指定（約款第29条）

➢ 技術情報の封印（約款第30条）

・委託業務開始前に、受託者が保有している技術情報で重要なものがある場合は、当該情報を記録
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受託者が委託業務開始時に既に所有している技術情報
委託契約締結後２か月以内に「封印申請書」を提出
封印した技術情報は、受託者が保管
封印した技術情報のリストは、受託者とNEDOが保管

封印対象となる技術情報：
封印方法：
取扱い：

ノウハウの指定と技術情報の封印



IV. PMS操作
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PMS操作について

➢ 2019 年 10 月時点及びこれ以降に委託契約が行われており、NEDO から利用の申請を行
うように依頼があった事業については、登録完了後にログインし、各契約のメニューから「知財」ア
イコンをクリックしてご利用ください（ただし、「知的財産権持分放棄届出書」及び「知的財産権
帰属届出書」は「文書一覧」のアイコンから提出してください。）。

PMS による知財報告の操作手続の詳細は、NEDO ホームページ掲載の下記の資料をご参照
ください。

「知的財産権管理業務に係るPMS 操作手順書」
https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html

➢ 2019 年 9 月以前に委託契約が終了しており、当該契約において PMS の ID を取得されて
いない場合は、以下の PMS 利用申請申込からご登録ください。
2019年10月時点で実施中の事業において利用申請後に、ID付与の権限を有する
「契約等事務管理者」が退職又は異動されて新たな管理者を登録されたい場合も、以下URL
から利用を申請してください。
https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/ou1u1f3k2pgd

https://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/shisan.html
https://app23.infoc.nedo.go.jp/qa/enquetes/ou1u1f3k2pgd


Ⅴ. 参考資料
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米国バイ・ドール法

1970年代後半の米国経済の国際競争力低
下を背景として、民主党バーチ・バイ上院議員と
共和党ロバート・ドール上院議員を中心とする超
党派議員が提唱。 1980年、政府資金による
研究開発から生じた特許権等を民間企業・大
学に帰属させることを骨子としたバイ・ドール法
（改正特許法）が成立。 これにより、大学にお
ける特許取得とその技術移転や企業の技術開
発が加速され、 新たなベンチャー企業の創出な
ど、米国産業の競争力を取り戻すことになったと
いわれている。

日本版バイ・ドール制度

1999年、我が国の産業競争力強化が課題に
なる中、総理主催の産業競争力会議において、
民間側から「国有特許の民間開放」の提言が相
次ぎ、産業競争力強化対策として米国バイ・ドー
ル法を参考にして措置を決定。これを受け、政府
委託資金による研究開発から派生した特許権等
について、受託企業等に100％帰属させることを
可能とする制度（日本版バイ・ドール）を含む
「産業活力再生特別措置法」が施行（1999年
10月1日）。日本版バイ・ドール制度を恒久的
な措置とするため「産業技術力強化法」に移管し、
2007年8月6日施行。
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バイ・ドールとは



➢ 「産業技術力強化法」「産業技術力強化法施行令」「特許法施行規則」における日本版バイ・ドー
ル制度に関連する条項は以下のとおり 。

◆ 産業技術力強化法 第17条（一部加工、下線部については次ページ参照）

国は、･･･、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発
の成果（特定研究開発等成果）に係る特許権その他の政令で定める権利（特許権等）につい
て、次のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者（受託者等）から譲り
受けないことができる。

特定研究開発等成果が得られた場合は、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約
すること。
国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合は、無償で当
該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用し
ていないことについて正当な理由が認められない場合において、国が･･･特に必要があるとしてその
理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託
者等が約すること。
当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若し
くは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活
用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受け
ることを受託者等が約すること。

①

②

③

④
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日本版バイ・ドール制度に関する法令①



◆ 特許法施行規則 第23条第６項

特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
（ 日本国へのPCT国内移行書面も同様）

◆ 産業技術力強化法施行令 第２条

特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受
ける権利、著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定登録を受ける権利、育成者権

① 政令で定める権利

② 政令で定めるもの

③ 政令で定める場合

特許権、実用新案権、意匠権についての専用実施権又は回路配置利用権、育成者権についての
専用利用権（専用実施権等）

受託者等（株式会社）が、その子会社又は親会社に特許権等の移転又は専用実施権等の設
定若しくは移転の承諾（移転等）をする場合
「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」の承認又
は認定を受けた者に移転等をする場合
技術研究組合が組合員に移転等をする場合

・

・

・
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日本版バイ・ドール制度に関する法令②
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・発明をした者（自然人：権利義務の主体となる個人）
・発明者には「特許を受ける権利」が発生する 【特許法第29条第1項】

・特許を受ける権利は移転（譲渡）可能 【特許法第33条第1項、第35条】

出願人

・「特許権」を有する者
・特許が設定登録された場合、出願人が特許権者になる
・特許権者は第三者に特許権を移転することができる

発明者

・特許出願をする者
・自然人も法人も出願人になることができる
・発明者又は特許を受ける権利を承継した者のみ特許出願できる 【特許法第49条第7号】

・出願人は第三者に特許を受ける権利を移転することができる 【特許法第33条第1項】

特許権者（権利者）

「特許を受ける権利」：発明を行った時点で（特許出願を行う前であっても）発生する。特許権の発生と同時に消滅。
「特許権」：特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施することができる権利。設定登録により発生

する 【特許法第66条第1項】。

発明者・出願人・特許権者の関係



国内優先権制度（日本）
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日本で既に出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願（先の出願）の発明を含めた

内容について、1年以内に、優先権を主張して「後の出願」をした場合には、後の出願に係る発明
のうち、先の出願の当初明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されている発明については先
の出願の日を基準に新規性(”新しいものである”)や進歩性(”容易に思いつくものではない”）等の
判断をする制度 【特許法第41条】。 「後の出願」で追加された発明については後の出願の日を基
準に判断される。

①日本で、「先の出願」の発明に、改良・追加等の事情が発生した場合
②基礎出願（日本）に基づくPCT国際出願において、日本を出願国に指定する場合

【主張する場合】

「先の出願（基礎出願）」
発明A

「先の出願」の日から1年以内

発明Aの改良・追
加等※の発生

「後の出願」
発明A＋改良発明A1など

2023年6月１日 2024年6月１日

発明Aの新規性や進歩性等は基礎出願の日を基準にして判断される

「先の出願」の日から1年4月

「先の出願」は
みなし取下げ

先の出願
発明A

発明Aの改良、
追加等※の発生
（改良発明A1）

後の出願
発明A＋改良発明A1

先の出願の
みなし取下げ

1年以内

1年4月
発明Aの新規性や進歩性等は先の出願
の日を基準にして判断される

※ 新たな実施例、追加説明、改良発明、関連発明など

・参考：特許・実用新案審査基準（国内優先権）
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200.pdf

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0200.pdf


パリ条約に基づく優先権
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• パリ条約に基づく優先権とは、パリ条約※の同盟国(第一国)への出願から所定の期間内に、第一
国出願の書類に記載された内容を、パリ条約の他の同盟国(第二国)に出願することにより、第二
国出願を第一国出願の時にしたのと同等に扱ってもらうことができる権利。

• 知的財産権は、原則、権利取得した国でのみ保護される（属地主義）ため、取得したい国ごと
に出願して権利を取得する必要がある。パリ条約に基づく優先権を主張することにより、出願方法
や手続の言語が異なる複数の国への出願において、同時に出願日（新規性や進歩性等の判断
の基準日）を確保できる。

【主張する場合】
・基礎出願を行った国と異なる国（パリ条約同盟国同士）に同一の内容を出願する場合。

出願日：2023年4月1日

米国（パリ条約同盟国）日本（パリ条約同盟国）

出願A

日本での出願日から12月以内に出願

米国特許出願日：2024年3月30日
新規性等の判断基準日（優先日）：2023年4月1日

パリ条約に基づく特許出願の例

出願A

優先権主張を伴う特許出願

※ 実用新案権の場合も12か月以内
 意匠権の場合は6か月以内

※ 工業所有権保護に関する国際条約



外国への出願方法
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直接出願 PCT国際出願

出願人

米国様式
英語

スペイン様式
スペイン語

中国様式
中国語

米国 中国 スペイン

出願人

米国

EPO

中国

各国の出願様式や書類、出願方法に沿って出願 国際的に統一された一つの様式で出願

日本国内

PCT全加盟国への出願となる
(出願国の選択可)
特許権を付与するものではない

出願日

【国内移行】
翻訳文の提出等

実体審査

自国特許庁
（受理官庁）

スペイン

【国内移行】
EPO公用語による
翻訳文の提出等ドイツ様式

ドイツ語

ドイツ
ドイツ

【有効化】登録後に各国語翻訳文提出

統一特許裁判所協定の批准国には、
全批准国で単一の効力を有する「欧

州単一効特許」の請求が可能

外国に特許出願を行う2つの方法（いずれも、パリ条約に基づく優先権を主張可能）
①直接出願：権利を取得したい国に個別に特許出願を行う
②PCT国際出願：PCT（特許協力条約。Patent Cooperation Treaty。 2024年11月現在、
締結国158ヶ国。台湾は未加盟）に基づき特許出願を行う



・特許出願前に公開され公知となった発明は、新規性を喪失し、特許を受けることができない。

・しかし、特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公開されたものについて、例外的に救済（新規性喪失の例
外）を受けられる場合がある。【特許法第30条】

・新規性喪失の例外は日本の制度であり、外国出願の場合、その国の制度が適用される。

公開態様に限定なし
〇試験を行う 〇展示会（博覧会等）へ出品する
〇刊行物に発表する 〇テレビ・ラジオで発表する
〇インターネットで発表する 〇集会（学会等）で発表する
〇販売する 〇記者会見する 等

発明が初めて
公知となる

その結果

➢ 発表と出願のタイミング

・出典：「特許庁 2022年度知的財産権制度入門テキスト」
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2022_nyumon/1_2_1.pdf
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本人

他人

他人の出願の後願
となるので拒絶

論文の内容が公知
技術となり拒絶

論文発表
30条適用
出願

同一の発明

出願同一の発明

1年以内

発明を学会や論文等で
公開する場合に要注意

新規性喪失の例外の適用が受けられる場合

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2022_nyumon/1_2_1.pdf


◆ J-PlatPatの簡易検索画面

①

②

2002-0666xx

特願2002-0666xx 特開2003-2730xx 特許38377xx

簡易検索画面
  ①出願番号で検索

→ ②登録番号をクリック
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特許公報の取得方法
～特許公報プラットホーム（J-PlatPat）～



産業財産権の活用①

・参考：特許庁「産業財産権の活用」
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2024_nyumon/1_4.pdf

◆ 産業財産権（特許庁の所管する特許権・実用新案権・意匠権）の利用形態

権利者以外の者が産業財産権を実施する権利

法律上は通常実施権であるが、契約に
より実施権者を単一の者に限定するもの

実施権（ライセンス）

通常実施権

独占的通常実施権

契約で設定された実施の範囲内において、ラ

イセンスを受けた者が権利を実施することができ
る権利※権利者の自己実施権はそのまま。

専用実施権
契約で設定された実施の範囲内において、

ライセンスを受けた者だけが権利を実施する
ことができる権利

自己実施

他者への実施許諾

他者への譲渡
（産業財産権の移転）

産
業
財
産
権

再実施権（サブライセンス）

実施許諾者が実施権者と締結した契約
（主契約）において、実施権者が第三者に
主契約の範囲内において、実施権を許諾す
る権利※「再実施権付き通常実施権」など。

再
実
施
許
諾
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◆ 専用実施権と通常実施権

専用実施権 通常実施権 

実施権を与えることができる者 特許権者のみ 特許権者又は専用実施権者
（ただし、専用実施権者による場合
は、特許権者の承諾が必要） 

特許原簿への設定登録 専用実施権の効力を発生させる要件及び第
三者に対抗する要件として必要（効力発生
要件） 

不要 

実施権者以外の第三者が発
明を実施した場合の差止請
求、損害賠償請求

できる
（専用実施権者には、特許権者が有する権
利と同等の権利を与えることになるため）

できない
（特許権者に差し止め請求、損害賠
償請求を行ってもらう）

特許権者の自己実施権の留
保

特許権者の実施権は留保できない
（特許権者も特許発明を実施できない）

特許権者の実施権は留保される

実施権の重複の可否 特許権者は、専用実施権の設定後、その設
定範囲については、専用実施権と通常実施
権の別にかかわらず、実施権を設定、許諾で
きない。

特許権者は、通常実施権の許諾後、
その許諾範囲についても、専用実施
権又は通常実施権を第三者に設定、
許諾できる。また、先に通常実施権の
許諾を受けた通常実施権者は、専用
実施権者に対抗できる。 

・参考：特許庁「産業財産権の活用」
https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2024_nyumon/1_4.pdf 
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産業財産権の活用②

https://www.jpo.go.jp/news/shinchaku/event/seminer/text/document/2024_nyumon/1_4.pdf


事業統括部知的財産課

ご清聴ありがとうございました。

メール宛先：
chizaiken@nedo.go.jp
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